
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■以下の

新

提

お問

 
 
■コード

コード

№ 

111
121
122
123
131
141
142
143
151
152
153
161
162
163
171
181
182
191

区割りについてのご意見(第二次)を

募集中！【募集期間 １月３０日（日）～２月２５日（金）】 
 
新・新潟市が政令指定都市に移行し設置する区（行政区）の区割りについて，合併する１４市町村（※）

の住民（通勤・通学者を含む）の皆さんのご意見を募集しています。 
区は将来の地域のまちづくりを行っていく上で基本となるもので，区の区域を設定する区割りは大変重

要なこととなります。 
次ページにご意見と必要事項を記入し，切り取り線で切り離してお出しください。 
なお，お考えの際の参考に５つの区割りパターンや一次意見の集約結果，資料もご活用ください。 
 
＊区割りパターンは巻町を除く１３市町村の担当部課長で構成する分権研究部会で作成したもので， 

皆さんのご意見をいただくための「たたき台」です。いずれかを選択していただくものではありません。 
＊詳しい資料は上記期間中に，１４市町村の各施設で閲覧できるほか，新潟市のホームページでもご覧いただけ

ます。  http://www.city.niigata.niigata.jp 
＊いただいたご意見はすべて公表し，合併後に設置される行政区画審議会（仮称）に提出します。 

  
※１４市町村…新潟市，新津市，白根市，豊栄市，小須戸町，横越町，亀田町，岩室村，西川町，味方村，

潟東村，月潟村，中之口村，巻町 
方法でお寄せください 

潟 市 の 
出 先 

●閲覧場所で提出（市役所本館４階市政情報案内室，黒埼支所，各地区事務所，各連絡所） 
●郵   便  〒９５１－８５５０ 新潟市政令指定都市推進課 行き（住所不要） 
●Ｆ Ａ Ｘ  ０２５－２２３－１５５７ 
●電子メール  seirei@city.niigata.lg.jp 

い合わせ 
新潟地域合併連絡会議 分権研究部会 
新潟市事務局：新潟市広域合併推進部政令指定都市推進課 
０２５－２２８－１０００（内線２１７７・２１７９） 

表 （該当する市町村（地区），年齢のコード№を右ページの記入欄にご記入ください） 
 

居住地区，通勤・通学地区 
コード 

№ 
居住地区， 

通勤・通学地区 
コード 

№ 
年  齢 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新潟市中央地区（本庁，関屋，入舟地区） 
 沼垂地区（東地区事務所所管区域） 
木戸地区（    同上    ） 
大形地区（    同上    ） 
中地区事務所所管区域 
内野地区 （西地区事務所所管区域） 
中野小屋地区（   同上    ） 
赤塚地区  （   同上    ） 
松浜地区（北地区事務所所管区域） 
南浜地区（    同上    ） 
濁川地区（    同上    ） 
鳥屋野地区（南地区事務所所管区域） 
両川地区 （    同上    ） 
曽野木地区（    同上    ） 
坂井輪地区事務所所管区域 
石山地区（石山地区事務所所管区域） 
大江山地区（   同上     ） 
黒埼支所所管区域 

201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
300 

新津市 
白根市 
豊栄市 
小須戸町 
横越町 
亀田町 
岩室村 
西川町 
味方村 
潟東村 
月潟村 
中之口村 
巻町 
その他の市町村 

1 
2 
3 
4 
5 
６ 
７ 
８ 

～１９才 
２０才～２９才 
３０才～３９才 
４０才～４９才 
５０才～５９才 
６０才～６９才 
７０才～７９才 
８０才～ 



 ■お住まいや年齢についてお聞かせください。 

  ●お住まいのある市町村（地区）を，前ページのコード表から選んで

 

 

 

 

   

コード№    

市 町 村

勤務地・学

市町村（地区

コード№  

●年齢を前ページのコード表から選んで記入

してください。 

「300 その

以下も記入し

 

 

 

 

■あなたが区割りをお考えになる際に，重視するものは何ですか。次

つけてください。（いくつでも可。「・」がある項目を選択した場合は
 

１ 各区の人口規模の均衡がとれていること        ７ 小学校の

２ 区の数                       ８ 中学校の

３ 市町村界，支所・地区事務所・連絡所の区域      ９ 自治・町

４ 歴史的沿革・地縁的つながり             10 ○○町△

５ 明確な地形・地物による分断             11 区域の特

  ・ 河川，湖沼                    （具体的

  ・ 道路，鉄道                   12 道路・

  ・ その他                     13 警察署

（具体的に：             ）     14 その他 

６ 生活圏の一体性                    （具体的に

 

■区割りパターンや資料などを参考に，区割りや区の数についてのご
記入例(1) ○○市町村（地区）と△△市町村（地区）…をひとつの区にする

また， 市町村（地区）と××市町村（地区）…をひとつの区

 記入例(2) ○案を基本として 市町村（地区）は△区にした方がよい。 
 記入例(3) ○案がよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

☆ありがとうございました。記入欄が足りない場合や，区割り以外のご意 
記入してください。 

名  

校のある 

）コード№    

他の市町村」を選択された方は， 
てください。 

「区割りについてのご意見記入用紙」 ＨＰ 

のうち，あてはまる番号に○印を 

そちらも○印をつけてください。） 

通学区域 

通学区域 

内会の区域 

△丁目などの町丁目の区域 

性 

に：             ） 

鉄道のつながり 

の管轄区域 

：             ） 

意見をご自由にお書きください。 
とよい。 
にするとよい。……。 
見については次頁をお使いください。



■記入欄が足りない場合や，政令指定都市のまちづくりなどの区割り以外のご意見については，以下の欄を 

お使いください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ☆ありがとうございました。 

ＦＡＸで送られる場合は，前ページの必要事項記入部分も忘れずにお送りください。 



◆◆◆小中学校の通学区域について◆◆◆ 

 

政令指定都市になると市域を分けて区（行政区）を設け，区には区役所を設置することになります。 

区役所においては，区民の日常生活に密接に関わりのある行政サービスを行い，完結できるようにする 

   とともに，地域の個性や特性を生かした自主的，自立的なまちづくりの推進を図るため，区民との協働に 

よるまちづくりを目指します。 

そのため，小学校あるいは中学校の通学区域を単位としてコミュニティ組織を設置していただき，その 

   代表者などで構成する地域自治組織と区役所が，地域の課題について意見交換していきたいと考えていま 

す。 

また，第一次の意見募集では「小中学校の通学区域を分断することのないように区割りをすべき」との 

   意見が多く寄せられました。 

こうしたことから，このたびの第二次の意見募集にあたっては小中学校の通学区域を考慮し，パターン 

   を作成しました。 
 
 
 
 

◆◆◆区名について◆◆◆ 

 

    第一次の意見募集では，区名についての意見も多く寄せられ，住民の皆さんの関心の高さがうかがえる 

   ところです。 

区名については，近年政令指定都市に移行した都市では，行政区画審議会で区割りと区役所の位置につ 

   いての答申が出された後に，区名を公募するなどして決定しています。また，その際には，「各区の特色が 

表現される名称」や「各区の歴史や地理が表現される名称」，「簡素で親しみやすい語調のよい名称」など， 

一定の基準を設けて選定しています。 

    新潟市においても先行政令指定都市の例を参考に，行政区画審議会で区割りと区役所の位置について答 

申を受けた後に，区名を公募するなどして決定する予定です。 

 
 


